
　（５）　課税標準の特例の適用状況 （単位：件，千円）

件数 控除額 件数 控除額 件数 控除額 件数 控除額

建築分 10,354 73,194,058 32 94,408 4 46,971

承継分 - - 2,190 9,024,128 1 669 - -

小計 10,354 73,194,058 2,190 9,024,128 33 95,077 4 46,971

12 26,982 3 7,653

10,354 73,194,058 2,190 9,024,128 45 122,059 7 54,624

件数 控除額 件数 控除額 件数 控除額 件数 控除額

建築分 9 53,854 - - 1,891 21,226,979

承継分 - - 1 1,724,168 - -

小計 9 53,854 1 1,724,168 1,891 21,226,979

534 68,943 - - 2 739,777 - -

534 68,943 9 53,854 3 2,463,945 1,891 21,226,979

件数 控除額 件数 控除額 件数

建築分 2,757 36,310,349 15,047

承継分 241 895,584 2,433

小計 2,998 37,205,933 17,480

24,756 101,961,642 1,074 2,845,833 26,381

24,756 101,961,642 4,072 40,051,766 43,861

130,926,619

合計

控除額

法附則第11条第3項に
該当するもの（特定目
的会社）

105,650,830

248,221,998

11,644,549

法附則第11条の5第1項
に該当するもの（宅地評
価土地）

計

その他課税標準の特例の
規定に該当するもの

計

土　地

土　地

計

142,571,168

区　　分

家
　
屋

土　地

法第73条の14第1項（第2項を
含み，法附則第11条第10項
及び第13項に該当するものを
除く）に該当するもの（1,200万
円控除特例）

家
　
屋

区　　分

区　　分

法第73条の14第3項に
該当するもの（既存住
宅控除特例）

法第73条の14第6項に
該当するもの（収用控
除特例）

家
　
屋

法附則第11条第5項に
該当するもの（投資法
人）

法第73条の14第8項第
1号に該当するもの（土
地区画整理法）

法附則第11条第1項に
該当するもの（農用地
利用集積計画）

法附則第11条第10項に
該当するもの（認定長期
優良住宅）


